
お 

知 

ら 

せ

広
島
・
長
崎
原
爆
死
没

者
へ
黙
と
う
の
お
願
い

都
営
住
宅
の
入
居
者
を

募
集
し
ま
す

中
学
校
卒
業
程
度
の

認
定
試
験
を
行
い
ま
す

8
月
15
日
㈯
か
ら

赤
十
字
運
動
を
実
施
し

ま
す

都
医
療
券
を
お
持
ち
の
方

へ

有
効
期
間
を
1
年
延

長
し
ま
す

原
爆
死
没
者
の
冥
福
と
、
世

界
の
恒
久
平
和
の
実
現
を
祈
念

す
る
た
め
、
原
爆
が
投
下
さ
れ

た
時
刻
に
そ
れ
ぞ
れ
1
分
間
の

黙
と
う
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
日
時
】

▽
広
島
市

8
月
6
日
㈭
午
前
8
時
15
分

▽
長
崎
市

8
月
9
日
㈰
午
前
11
時
2
分

【
担
当
課
】
総
務
課

�
03（
5
6
5
4
）8
1
3
6

住
宅
に
困
っ
て
い
る
所
得
の

低
い
方
向
け
の
住
宅
で
す
。

【
募
集
住
宅
】

①
家
族
向
（
ひ
と
り
親
・
高
齢

者
・
心
身
障
害
者
・
多
子
・
特

に
所
得
の
低
い
世
帯
）1
2
7
5

戸
、
家
族
向
（
車
い
す
使
用
者

世
帯
）
15
戸

②
単
身
者
向
2
4
5
戸
、
単
身

者
用
車
い
す
使
用
者
向
5
戸

③
シ
ル
バ
ー
ピ
ア（
単
身
者
向
）

52
戸
、
シ
ル
バ
ー
ピ
ア
（
二
人

世
帯
向
）
13
戸

④
居
宅
内
で
病
死
等
が
あ
っ
た

住
宅

単
身
者
向
51
戸
、
単
身

者
用
車
い
す
使
用
者
向
1
戸
、

シ
ル
バ
ー
ピ
ア（
単
身
者
向
）11

戸
、
シ
ル
バ
ー
ピ
ア
（
二
人
世

帯
向
）
3
戸
、
車
い
す
使
用
者

世
帯
向
4
戸

①
は
、
書
類
審
査
・
実
態
調

査
に
よ
り
住
宅
に
困
っ
て
い
る

度
合
い
の
高
い
順
に
あ
っ
せ
ん

し
ま
す
。
そ
の
他
は
抽
選
で
す
。

【
募
集
案
内・申
込
書
配
布
期
間
】

8
月
17
日
㈪
〜
25
日
㈫

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

【
募
集
案
内・申
込
書
配
布
場
所
】

住
環
境
整
備
課
（
区
役
所
3
階

3
0
7
番
）、
西
生
活
課（
区
役

所
2
階
2
3
4
番
）、
福
祉
事

務
所
東
庁
舎
（
金
町
1‐
6‐

24
）、
区
民
事
務
所
、
区
民
サ

ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
、
東
京
都
住

宅
供
給
公
社
新
小
岩
窓
口
セ
ン

タ
ー
（
西
新
小
岩
1‐

1‐

2
）東

京
都
住
宅
供
給
公
社
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ（https://www.to-

kousya.or.jp/

）か
ら
も
取
り

出
せ
ま
す
。

【
申
込
方
法
】

郵
送
で
、
①
は
東
京
都
住
宅

供
給
公
社
都
営
住
宅
募
集
セ
ン

タ
ー
、
そ
の
他
は
渋
谷
郵
便
局

へ
、
8
月
28
日
㈮（
必
着
）ま
で
。

窓
口
で
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ

ん
。詳

し
く
は
、
募
集
案
内
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

東
京
都
住
宅
供
給
公
社
都
営
住

宅
募
集
セ
ン
タ
ー

▽
8
月
17
日
㈪
〜
28
日
㈮

�
0
5
7
0（
0
1
0
）8
1
0

▽
右
記
以
外
の
期
間

�
03（
3
4
9
8
）8
8
9
4

い
ず
れ
も
土
・
日
曜
日
、
祝

日
を
除
く
。

【
担
当
課
】
住
環
境
整
備
課

合
格
者
は
、
高
等
学
校
の
入

学
資
格
が
得
ら
れ
ま
す
。

【
試
験
日
】
10
月
22
日
㈭

【
会
場
】

東
京
都
教
職
員
研
修
セ
ン
タ
ー

（
文
京
区
本
郷
1‐

3‐

3
）

【
対
象
】

令
和
3
年
3
月
31
日
現
在
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

▽
満
16
歳
以
上
で
義
務
教
育
未

修
了
の
方

▽
満
15
歳
以
上
で
就
学
義
務
猶

予
免
除
者
で
あ
る
方
、
ま
た
は

就
学
義
務
猶
予
免
除
者
で
あ
っ

た
方

▽
就
学
義
務
猶
予
ま
た
は
免
除

を
受
け
て
は
い
な
い
が
、
満
15

歳
で
そ
の
年
度
の
終
わ
り
ま
で

に
中
学
校
を
卒
業
で
き
な
い
と

見
込
ま
れ
る
こ
と
に
や
む
を
得

な
い
事
由
が
あ
る
と
文
部
科
学

大
臣
が
認
め
た
方

▽
満
15
歳
以
上
で
日
本
国
籍
を

有
し
な
い
方

【
受
験
案
内
配
布
場
所
】

東
京
都
教
育
庁
義
務
教
育
課

（
都
庁
第
二
本
庁
舎
16
階
）

【
願
書
受
付
期
間
】

9
月
4
日
㈮（
消
印
有
効
）ま
で

【
問
い
合
わ
せ
】

文
部
科
学
省
生
涯
学
習
推
進
課

�
03（
5
2
5
3
）4
1
1
1

【
担
当
課
】
学
務
課

毎
年
5
月
に
実
施
し
て
い
る

「
赤
十
字
会
員（
社
員
）募
集
運

動
」
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
拡
大
の
た
め
、
今
年
は

8
月
15
日
㈯
〜
9
月
30
日
㈬
に

実
施
し
ま
す
。

赤
十
字
会
員（
社
員
）と
は
、

赤
十
字
の
趣
旨
を
ご
理
解
い
た

だ
き
、
会
費
（
赤
十
字
活
動
資

金
）
の
負
担
に
ご
協
力
い
た
だ

け
る
方
の
こ
と
で
す
。
集
め
ら

れ
た
会
費
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
対
策
な
ど
の
、
さ
ま
ざ

ま
な
事
業
に
使
わ
れ
ま
す
。

期
間
中
、
ご
自
宅
に
赤
十
字

協
賛
委
員
（
自
治
町
会
の
役
員

な
ど
）が
伺
い
ま
す
の
で
、ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
担
当
課
】
福
祉
管
理
課

�
03（
5
6
5
4
）8
2
4
4

都
か
ら
順
次
、
1
年
延
長
し

た
医
療
券
を
送
付
し
ま
す
。

住
所
な
ど
を
変
更
す
る
場
合

は
手
続
き
が
必
要
で
す
。

【
対
象
】

▽
東
京
都
単
独
認
定
の
難
病
の

方
（
医
療
券
の
有
効
期
限
が
令

和
2
年
7
月
31
日
）

▽
人
工
透
析
を
必
要
と
す
る
腎

不
全
の
方
（
医
療
券
の
有
効
期

限
が
令
和
2
年
9
月
30
日
）

【
担
当
課
】
保
健
予
防
課

�
03（
3
6
0
2
）1
2
7
4

義援金を受け付けています
令和2年7月豪雨災害により、西日
本を中心に甚大な被害が出ております。
被災された皆さまに心よりお見舞いを
申し上げます。
この災害で被災された方々を支援す
るため、義援金を受け付けています。

【受付期間】11月27日㈮まで
【受付方法】 現金のみ
【受付場所】 区民ホール（区役所2階）、
総務課（区役所5階504番）、区民事務
所、区民サービスコーナー
【担当課】 総務課 �03‐5654‐8136

区民文化祭 参加者募集 【担当課】 生涯学習課

ヘルプカードとは、障害のある方が携帯し、困った時や災害時に周囲の人に
手助けを求めるためのカードです。
聴覚障害や内部障害、知的障害など、一見、障害者とは分からない方も手助
けを必要としている場合があります。
困っている人を見かけたら「何かお手伝いすることはありますか？」と声を掛
けてください。
ヘルプカードの提示があった場合には、記載内容にある手助けをお願いします。

【担当課】 障害福祉課 �03‐5654‐8301 �03‐5698‐1531

こんなときも手助けをお願いします

▼パニックや発作などを起こしている人をみかけたら（緊急時）
短い言葉で優しく声を掛けてください。ヘルプカードには、パニックや発

作の際にどうしてほしいかが書いてあります。周りの人と協力して対応して
ください。

▼災害発生時に危険を察知していない人や動けない人がいるとき
ゆっくり具体的に状況を教えてください。ヘルプカードに緊急連絡先の記

載がある場合には、連絡をお願いします。
また、避難場所でヘルプカードの提示があった場合、記載内容にある配慮

や必要な対応をお願いします。

“手助けが必要な人”と“手助けしたい人”
を結びつける「ヘルプカード」

ヘルプカードを常時携帯しましょう
ヘルプカードは次の場所で配布しています。

【配布対象】 身体、知的、精神に障害のある方、難
病患者の方など（障害者手帳の有無は問いません）
【配布場所】

▼障害福祉課（区役所2階201番）

▼障害者施設課（堀切3‐34‐1ウェルピアかつし
か内）

▼保健予防課（青戸4‐15‐14健康プラザかつしか内）

▼金町保健センター（金町4‐18‐19）

▼新小岩保健センター（西新小岩4‐21‐12）

▼水元保健センター（東水元1‐7‐3）

窓口に来ることが困難な方は、
障害福祉課（�03‐5654‐8301 �03‐5698‐1531）
へご連絡ください。

申し込み・問い合わせ

〒１２４‐００１４
東四つ木1‐17‐9‐502
高根 久雄
�03‐3694‐1305

申込方法

封書に返信用封筒（84円切手貼付・宛先
記入）を同封し、8月15日㈯（必着）まで
に応募票を請求してください。
応募票が届いたら所定事項を書いて、8
月31日㈪（必着）までに郵送。

費用

1点につき
500円

内容

題材は自由
単写真で未発表作品
（四つ切～半切）
1人2点以内
展示できるように額に入れ
て、ご自身で作品の搬入・
搬出を行ってください。

日時・会場

10／3㈯～8㈭
午前10時～午後5時
（3日は午後3時から、8日は午
後4時30分まで）
かつしかシンフォニーヒルズ
（立石6‐33‐1）

種目

写
真
展

催しなどは新型コロナウイルス感染防止対策をとって実施します。来場などの際はマスクの着用をお願いします。
発熱や咳などの症状がある場合は、参加をお控えください。なお、状況により中止や延期とする場合があります。

障害のある方へ

令和2年7月豪雨災害

この広報紙は、印刷用の紙へリサイクルできます。 令和2年（2020年）8月5日 No.１８１０
（７）


